
 

意  見  書 

 

国立大学法人徳島大学管理職手当支給細則に関する意見は下記のとおりです。 

 

記 

 

 

国立大学法人徳島大学管理職手当支給細則の一部改正について。「医光／医工融合プロ

グラム長」に管理職手当を設定するとのこと。重責に応じた手当を支給するのはけっこう

なことです。現在、組織の長にのみ手当が付いていますが、各種公務の委員長（学部の教

務委員長や入試委員長）も激務ですので、そうした職にも手当を付けてほしいと思います

。 
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  国立大学法人徳島大学長 殿 
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                                   職 名 教授 

                                   氏 名   山口 裕之  印 

 

 


